
令和 4年度岩手県社会福祉協議会障がい者福祉協議会事業計画 

 

 

１ 障がい福祉を取り巻く状況 

新型コロナウイルスの感染が改善、悪化を繰り返し、大きく変化を続ける中、私たちが提供する

サービスは、一時も欠けることがあってはなりません。そのような中、各会員施設においては、障

がいのある人たちやその家族の日々の生活を守るため、役職員が強い責任感をもって感染防止に

努めながら、日々の利用者支援に奮闘し続けています。 

そのような中、令和 3年度障害福祉サービス等報酬改定が実施され、障害者総合支援法の見直し

も行われています。障害者総合支援法の見直しでは、基本的な考え方として、「１．障害者が希望

する地域生活を実現する地域づくり」、「２．社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ

細かな対応」、「３．持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現」の 3つの柱に整理され、中間

整理が行われました。 

中間整理では、「一定の方向性を得るに至った障害児支援に関する論点については必要な措置を

講じていくべきであること」、「それ以外のさらに議論が必要な事項については、引き続き本部会に

おける議論を継続し、令和 4 年半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめることを目指すこ

と」が示されたところです。 

このような状況を踏まえ、当協議会では、「第 4次中期ビジョン」の具体化を図りつつ、会員間、

関係機関と連携を図りながら、コロナ禍でも利用者本位で質の高いサービスを提供するため、事業

運営のあり方を模索、検討しながら、下記の計画により各種活動に取り組んでいきます。 

 

２ 第 4次中期ビジョン(平成 30年度～令和 4年度※) 

※ 令和 2 年度が第 4 次中期ビジョンの最終年度でしたが、新型コロナウイルス感染状況が事業

実施に影響を及ぼしていることから、今後の見通しを立てることができないため、中期ビジョン

の見直しをさらに 1年延長します。 

（1） 要望、提言の機能強化 

（2） 障がいを持つ人が働くことや地域で暮らすことへの支援 

（3） 会員施設職員の資質向上支援 

（4） 会員施設の交流と連携の促進 

 

３ 事業計画 

（1） 要望、提言の機能強化 

① 調査研究の実施 ※調査研究委員会（令和 4年 6月、7月） 

② 岩手県保健福祉部障がい保健福祉課との意見交換会（令和 4年 8月） 

③ 県主催の各種会議、委員会を通じた要望、提言活動の展開（随時） 

④ 全国社会就労センター協議会を通じた要望、提言活動の展開(随時) 

（2） 障がいを持つ人が働くことや地域で暮らすことへの支援 

① 社会就労部会事業検討会（令和 4年 5月、7月） 

② 社会就労部会会員事業所製品販売会（令和 4年 9月） 

ふれあいランド祭ふれあいマルシェコーナーにおいて事業所製品販売会を実施する。 

③ 「働く仲間の集い」（令和 4年 7月） 

会員事業所間の交流及びご利用者の余暇支援を目的とした内容とする。 

④ 岩手県社会福祉協議会共同受注センター等との協働（随時） 

 



⑤ 災害発生時の障がい者の安全確保に向けた取り組み推進 

災害時相互支援協定に基づく被災会員事業所・施設への支援及び発災に備えた平常時の活

動が円滑に行われるよう連携体制づくり等を推進する。 

（3） 会員事業所職員の資質向上支援 

① 研修委員会（令和 4年 5月、8月、10月） 

② 役職員研修会（令和 4年 8月） 

③ 虐待防止と権利擁護に関する研修会（令和 4年 5月） 

④ 精神障がい者支援研修会（令和 4年 11月） 

⑤ グループホームの世話人を対象とした研修会 

ブロック単位での開催とし、開催場所等を幹事会及び研修委員会で検討する。 

⑥ 課題対応研修会 

喫緊の課題に対応するため、必要に応じて開催する。 

⑦ 部会の開催 

ア 社会就労部会 

イ 障がい児支援部会 

ウ 障がい者生活支援部会 

（4） 会員施設の交流と連携促進 

① 各ブロック協議会活動助成（令和 4年 6月） 

各ブロック基本額 50,000 円＋［4,000 円×会員数（前年度 1 月 1 日現在数 210 事業所）］

を助成 

② 株式会社や社団法人など民間会社が運営する障がい福祉サービス事業所への会員加入促

進 

ホームページを活用し、障がい協の取組等について情報発信を行い、会員加入の促進を図

る。 

③ 東北地区社会就労センター協議会、全国社会就労センター協議会への会員加入促進 

社会就労部会会員事業所に情報提供を行い、加入の促進を図る。 

（5） 中期ビジョンの策定 

幹事会（令和 4年 5月、7 月、11 月、令和 5年 3月）等において、令和 5年度を初年度と

する 3か年の第 5次中期ビジョンの策定を進める。 

（6） 会務の運営 

① 総会(令和 5年 3月) 

② 幹事会（令和 4年 5月、7月、11月、令和 5年 3月） 

③ 正副会長会議（必要に応じて開催） 

④ 会員施設現況調査の実施（令和 4年 4月） 

⑤ 障がい協ホームページの更新、管理運営（随時） 

（7） 関連事業 

① 岩手県社会福祉大会（令和 4年 10月 28日） 

② 全国社会就労センター協議員総会（令和 4年 5月、令和 5年 2月） 

③ 令和 4年度全国社会就労センター総合研究大会（令和 4年 7月 22日、オンライン） 

④ 令和 4年度全国社会就労センター長研修会 

⑤ 令和 4年度東北地区社会就労センター協議会総会（令和 4年 6月） 


